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1. 概要 

原子炉施設には、反応度制御系統及び原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系（主炉

停止系）を設ける。また、非常用制御設備として、後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動

系（後備炉停止系）を設け、後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系は、主炉停止系によ

る原子炉停止が不能の場合でも、原子炉を停止するように設計する。 

 

2. 主炉停止系と後備炉停止系との共通原因故障の防止について 

後備炉停止系は、主炉停止系による原子炉停止が不能の場合に、通常運転時の高温状態におい

て、原子炉を未臨界に移行し未臨界を維持できるものとする。このため、後備炉停止系は、主炉

停止系と共通原因により同時に原子炉の停止機能を喪失するおそれがないよう設計する。また、

制御棒駆動系と後備炉停止制御棒駆動系とは物理的・電気的に分離し、制御棒駆動系の故障等が

後備炉停止制御棒駆動系に影響を与えない構造としている。さらに、制御棒駆動系及び後備炉停

止制御棒駆動系には専用の無停電電源を設置することにより、交流動力電源の喪失による共通原

因故障も防止している。 

共通原因故障の事例について、「常陽」及び「もんじゅ」の運転経験、米国及び OECD/NEA の研

究を調査した結果、「常陽」及び「もんじゅ」では事例がなく、海外においても加圧水型軽水炉に

おける最大 2体の制御棒の共通原因故障事例があるのみであった（第 1図参照）。 

なお、「もんじゅ」において、冷却材不純物により微調整棒駆動機構の駆動荷重が増加する事象

が発生しているが（平成 14年 6月 26日、第９回もんじゅ安全性調査検討専門委員会、資料 No.2）、

「常陽」では、ナトリウム液面近傍に狭隘部を設けない設計とすること、狭隘部はナトリウム液

中及びカバーガス中の高温部に設けること及びナトリウムの純度管理により、同様の事象の発生

を防止している（第 2図参照）。 

共通原因故障を引き起こす可能性のある事象として考えられるものは、機器の偶発的故障に加

え、安全施設全体に影響を及ぼすおそれがあるものとして、自然現象、火災及び溢水がある（第

3図参照）。主炉停止系と後備炉停止系が格納容器内に設置されていることを踏まえて、これらの

うちの地震及び火災を考慮する。これらの事象に対する防護対策について以下に示す。 

 

2.1 偶発的故障による共通原因故障の防止について 

制御棒駆動系と後備炉停止制御棒駆動系とは物理的・電気的に分離し、各々独立して設置す

ることで、偶発的故障による共通原因故障が同時に影響を与えない設計としている。偶発的故

障による共通原因故障として、機械的要因、熱的・化学的要因、電気的・磁気的要因、設計・

製作エラー、保守・補修エラーを系統的に抽出し、ナトリウムの付着やナトリウム中の異物の

混入による固着等の防止対策を講じることにより、共通原因故障を防止する（第 3 図及び第 4

図参照）。また、電気的には、制御棒駆動系及び後備炉停止制御棒駆動系には専用の無停電電源

を設置することにより、交流動力電源の喪失による共通原因故障も防止している。 

 

2.2 地震による共通原因故障の防止について 

制御盤、格納容器貫通部、制御棒、制御棒駆動系、後備炉停止制御棒、後備炉停止制御棒駆

動系、炉心支持構造物は基準地震動による地震力に対して十分な耐震性を有する設計とするこ
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とから、地震により制御棒及び後備炉停止制御棒の炉心への挿入性が損なわれない設計として

いる（別紙 2参照）。 

 

2.3 火災による共通原因故障の防止について 

主炉停止系及び後備炉停止系を構成する機器は、火災防護対象機器とし、火災により安全機

能が損なわれることがないように、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」を参考に、火災の発生防止、火災の感

知及び消火並びに火災の影響軽減の三方策を適切に組み合わせた火災防護対策を講じることか

ら、火災による共通原因故障により、原子炉の停止機能を喪失することがない設計としている

【国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常

陽」）「第 8条（火災による損傷の防止）に係る説明書」参照】。 

 

3. 安全保護回路を含めた共通原因による原子炉停止機能の喪失の防止について 

原子炉保護系は、論理回路、補助継電器回路、制御棒保持電磁石電源装置及び後備炉停止制御

棒保持電磁石電源装置から構成している。関連する核計装又はプロセス計装において作動設定値

を超える信号を検出し、論理回路においてスクラム信号が発生した場合には、制御棒保持電磁石

電源装置及び後備炉停止制御棒保持電磁石電源装置からの保持電磁石電流を遮断し、制御棒及び

後備炉停止制御棒を切り離すことで、原子炉は停止される。原子炉保護系は、論理回路を独立し

た 2系統から構成することで多重化を図っている。また、作動信号も多重化を図っている。以上

のとおり、原子炉の停止機能に係る施設は多重性及び独立性を有する設計により、単一故障を想

定しても機能を喪失することはなく、設計基準事象に対して適切な信頼性を確保する設計として

いる。 

一方、第 53条の多量の放射性物質等を放出する事故（以下「BDBA」という。）の拡大の防止に

おいては、設計基準事象の想定を超えた多重故障を考慮し、設計基準事故対処設備の機能喪失を

想定し、炉心損傷防止措置を講じている。原子炉の停止機能に係る設計基準事故対処設備及び BDBA

の拡大の防止措置を第 5図、第 6図に示す。これらの施設により、設計基準事象に対して適切な

信頼性を確保しているとともに、BDBAが発生しても炉心の損傷を防止できるように設計している。 

 

4. 評価 

以上のとおり、主炉停止系と後備炉停止系は相互に独立して設置しているとともに、主炉停止

系、後備炉停止系、安全保護回路それぞれにおいて、共通原因故障を防止する設計としており、

原子炉停止機能は設計基準事象に対して適切な信頼性を確保している。 

 

以上 
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[1] S. A. Eide, et. al, “Reliability Study: Westinghouse Reactor Protection System, 1984-1995,” NUREG/CR-5500 Vol.2, April 1999.
[2] OECD/NEA, “ICDE Project Report: Collection and Analysis of Common-cause Failures of Control Rod Drive Assemblies,” 

NEA/CSNI/R(2013)4, June 2013.

炉心へ重力によって制御棒を挿入するタイプの制御棒を対象に制御棒急速挿入の共通原因故障事例につい
て調査した。

１．米国軽水炉の研究
米国Westinghouse社製加圧水型軽水炉の原子炉停止系の信頼性を研究したレポート[1]には、 1984年～

1995年における制御棒急速挿入の共通原因故障事例の調査・分析が示されている。
➢ 明確な共通原因故障と判定された事例は無い。
➢ 不確実だが共通原因故障の可能性が疑われる事例が2件存在し、いずれも48体中2体のみ故障し、残りの

46体は健全という事例である。このうち、運転中に生じたとされる1件が制御棒1体当たりの故障確率評
価において考慮されている。なお、この事例は情報不足により故障の影響がFail-safeか否か不明とさ
れている。

２．国際機関OECD/NEAによる研究
OECD/NEAが制御棒駆動集合体の共通原因故障の調査分析について取りまとめた国際共通原因故障データ

交換（ICDE）プロジェクトレポート[2]には、制御棒を重力によって挿入するタイプの制御棒駆動集合体に
ついての制御棒急速挿入の共通原因故障事例の調査・分析が示されている。
➢ 重力によって挿入するタイプの制御棒の共通原因故障事例は84件あり、このうち80件は完全な機能喪失

ではなく機能低下又は兆候程度の事例であり、3件は制御棒1体だけ完全な機能喪失に至った事例であり、
残りの1件は制御棒2体だけ完全な機能喪失に至った事例である。共通原因故障により3体以上の制御棒
の完全な機能喪失に至った事例は無い。

３．まとめ
炉心へ重力によって挿入する制御棒について、共通原因故障による急速挿入失敗を想定したとしても、

それによって3体以上の失敗に至る可能性は低いと考えられる。制御棒急速挿入について、3重以上の多重
性を備えることは、共通原因故障に対しても一定の信頼性を有することが期待される。

類似機器の共通原因故障事例調査

「常陽」及び「もんじゅ」の運転経験において共通原因故障による制御棒急速挿入失敗事例なし。

 

第 1図 共通原因故障の事例調査 

 

「もんじゅ」における微調整棒駆動機構の荷重増加事象

（当該部片側ギャップ：5mm）

 
・「常陽」では以下の対策により、同様の事象の発生を防止

→ ナトリウム液面近傍に狭隘部を設けない設計
→ 狭隘部はナトリウム液中及びカバーガス中の高温部に設け、固着を防止する設計
→ ナトリウムの純度を適切に管理し、ナトリウム不純物の付着による影響を防止  

 

注）「常陽」では原子炉運転中において、1 次冷却材を原子炉容器の上部に設けた配管を経由して、オーバフロータン

クに還流させることで、原子炉冷却材液位（ナトリウム液面）を一定に保っている。また、原子炉運転中において、

１次主冷却系は一定流量で制御しており、流量変化による液面変化も生じることはない。 

 

第 2図 「もんじゅ」における微調整棒駆動機構の荷重増加事象及び「常陽」における対策 
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分類 具体的な故障例 防止対策

内的事象

機械的要因

・マグネットケース固着
・内側延長管／ラッチベローズ固着
・ラッチ機構固着
・加速スプリング固着／加速管干渉（自重による落下）

・実績に基づく構造信頼性の確保
・使用前の検査等による性能確認

熱的・
化学的要因

・変形による可動部固着
・ナトリウム凝固による可動部固着
・腐食／侵食による可動部固着
・スエリングによる可動部固着

・製作時の材料管理／寸法管理
・間隙部へのナトリウム凝固防止設計
・高温配置によるナトリウム凝固防止設計
・ナトリウム純度管理
・照射量管理

電気的・
磁気的要因

・保持電磁石励磁断失敗
・電磁石の保持力低減失敗

・保持電磁石励磁断の多重化
・保持電磁石の適切な設計
・使用前の検査等による性能確認
・フェイルセーフ設計

設計・製作
時のエラー

・材料不適合、機械／電気品不良
・寸法公差逸脱、溶接欠陥、組立不良

・実績に基づく設計・製作の信頼性の確保
・使用前の検査等による性能確認

保守・補修
時のエラー

・整備不良、交換品不良、組立不良
・実績に基づく保守・補修の信頼性の確保
・使用前の検査等による性能確認

外的事象

地震 ・地震による制御棒挿入阻害 ・地震時の挿入性を確保

その他
・自然現象（地震以外）による制御棒挿入阻害
・自然現象による外部電源喪失
・自然現象による外部火災他

・外殻施設（建物）による防護
・フェイルセーフ設計

内的事象起因の機械的な共通原因故障に対しては上記の防止対策を講じる設計とし、外的事象のうち機械的な影響
が大きいと考えられる地震による共通原因故障に対しては、基準地震動を一定程度超えた範囲まで制御棒の挿入性が
確保されるよう設計する。本設計により、想定すべき故障は偶発故障となり、後備炉停止系による制御棒の多重化に
より必要な信頼性が確保できる。

 

第 3図 共通原因故障の分類及び防止対策 

 

・ 制御棒には各々制御棒
駆動系を設けることで独立
性を確保。

→ 制御棒の挿入に係る
多重性を確保。

・ バネ加速重力落下方式
では、延長管から制御棒を
デラッチすることで、制御
棒を落下・挿入。

→ 制御棒の挿入は、自
重落下及びスプリング加
速により、信頼性を向上
（自重落下のみでも炉心
損傷に至ることなく原子
炉を停止可能）。

制御棒ラッチ状態模式図 バネ加速重力落下方式

駆動電動機

           

外側延長管

内側延長管

加速管

加速       

保持電磁石

保持電磁石励磁断
↓

内側延長管下方に移動
↓

ラッチ機構デラッチ
↓

制御棒挿入
自重落下及びスプリン

グによる加速

制御棒

下部案内管

ラッチ機構

       

           

         

         

ラッチ機構の
固着

加速       
の固着、
加速管の干渉

         の固
着、
保持電磁石励
磁断失敗

内側延長管/
         の
固着

     液面

B B

A A

C C

D D

A-A断面
（           下部
狭隘部） B-B断面（     液面部）

C-C断面(加速       
上部狭隘部)

D-D断面（制御棒部）

・ ナトリウム液面上部でのナトリウム
（化合物を含む。）の付着による固着。

→ ナトリウム液面(B断面)近傍に狭隘
部を設けず、液面近傍に付着しない構造。

→ ベローズでバウンダリを構成し、
ベローズ内にナトリウムが侵入しない構
造。また、ベローズ外の狭隘部(A断面)
は高温環境により、付着を防止。

・ ナトリウム中の異物の侵入による固
着。

→ 下部案内管と制御棒間（D断面）へ
の異物の侵入は生じ難く、かつ、下部案
内管によるガイドにより、異物による固
着は生じ難い。

→ 上部案内管内の狭隘部(C断面)に異
物が閉塞すると駆動機構の動作に異常が
生じる可能性があるが、出力調整時に検
知可能であり、また、制御棒切り離しに
よる急速挿入機能に影響はない。

2.75
（      部）

64.7
74.7

5

38 約20

124

83

72

制御棒

下部案内管

制御
要素

約17

上部
案内管

外側
延長管

内側
延長管

2.75
（      部）

 

注）下部案内管と制御棒間（D断面）は、円環状 5mm の間隙を、低圧プレナムから流入するナトリウムが上向きに流れる流路となっ

ており、異物の侵入は生じ難い。また、下部案内管内面及び制御棒外面は平滑であり、異物が堆積し閉塞することはない。 

第 4図 共通原因故障の防止対策の概要 
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第 5図 原子炉の停止機能に係る設計基準事故対処設備及び BDBAの拡大の防止措置 

 

 

第 6図 原子炉トリップ信号の多様化の確保 
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添付 1 設置許可申請書における記載 

 

5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

へ．計測制御系統施設の構造及び設備 

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及

び原子炉格納容器バウンダリ（以下「格納容器バウンダリ」という。）並びにこれらに関

連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータを、通常運転時及

び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監視するため

の計測制御系統施設を設ける。計測制御系統施設は、設計基準事故が発生した場合の状況

を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータを設計基準事故時に想定される環境

下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとする。 

 

（３）制御設備 

原子炉施設には、反応度制御系統及び原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆

動系を設ける（主炉停止系）。制御棒及び制御棒駆動系は、通常運転時に予想される

温度変化、実験物の移動その他の要因による反応度変化を制御できるように、また、

炉心からの飛び出しを防止するように設計する。制御棒の反応度添加率は、その停止

能力（原子炉停止系）と併せて、想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、

燃料の許容設計限界を超えないものとする。さらに、制御棒及び制御棒駆動系は、反

応度価値の最も大きな制御棒 1 本が固着した場合においても、通常運転時、運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、原子炉を未臨界に移行することができ、か

つ、低温状態において未臨界を維持できるものとし、制御棒の最大反応度価値及び反

応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材バウンダリ及び原子

炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉

心、炉心支持構造物又は原子炉内部構造物の損壊を起こさないものとする。   

（ⅰ）制御材の個数及び構造 

原子炉施設には制御材として、制御棒を設ける。炉心の反応度（原子炉の出力）

は、制御棒の位置を調整することで制御する。また、原子炉スクラム時には、制御

棒を、自重等により炉心に挿入することで原子炉を停止する。 

ａ．個数 

原子炉施設には、4 本の独立した制御棒を設ける。制御棒 4 本を炉心第 3 列に

配置するものとし、その挿入により、原子炉を未臨界に移行することができる設

計とする。  

ｂ．中性子吸収材の種類 

炭化ほう素 

ｃ．構造 

制御棒は中性子吸収材を充填したステンレス鋼製制御要素 7 本をクラスタとし

てステンレス鋼製の円筒管に収納した構造とする。制御要素の型式には、中性子

吸収材充填部をヘリウム雰囲気とするヘリウムボンド型と、同部にナトリウムを
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導入する構造のナトリウムボンド型がある。なお、中性子吸収材の有効長さは約

65 ㎝とする。 

（ⅱ）制御材駆動設備の個数及び構造 

原子炉施設には、制御材駆動設備として、制御棒駆動系を設ける。制御棒駆動系

は、制御棒駆動機構、制御棒駆動機構上部案内管及び制御棒駆動機構下部案内管から

構成する。制御棒は、制御棒駆動機構上部案内管を介して、制御棒駆動機構に吊り下

げられ、炉心の反応度（原子炉の出力）は、制御棒の位置を調整することで制御する

（ボールナットスクリュ方式）。なお、駆動ストローク（最大）は 65cm である。原子

炉スクラム時には、制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断により、制御棒を切り

離し、制御棒を自重等により炉心に挿入することで原子炉を停止する（バネ加速重力

落下方式）。原子炉スクラムに必要な機能（バネ加速重力落下方式）は、炉心の反応

度（原子炉の出力）を制御するために使用する機能（ボールナットスクリュ方式）の

故障が発生した場合においても、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時に、原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界

を維持できるものとする。  

ａ．個数 

原子炉施設には、各制御棒に使用する 4 式の独立した制御棒駆動系を設ける。 

ｂ．駆動方式 

通常運転時 ボールナットスクリュ方式 

スクラム時 バネ加速重力落下方式 

ｃ．挿入時間及び駆動速度 

スクラム時挿入時間 0.8s 以下 

（制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時間） 

駆動速度 13cm/min 以下 

（ⅲ）反応度制御能力 

反応度制御能力 0.070Δk／k 以上 

反応度停止余裕 0.015Δk／k 以上 

（反応度価値の最も大きな制御棒 1 本が固着した場合を想定） 

最大反応度添加率 約 0.00016Δk／k／s 

（４）非常用制御設備 

原子炉施設には、非常用制御設備として、後備炉停止系を設ける。後備炉停止系

は、後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系から構成し、万一、主炉停止系に

よる原子炉停止が不能の場合でも、原子炉を停止するように設計する。 

（ⅰ）制御材の個数及び構造 

ａ．個数 

原子炉施設には、2 本の独立した後備炉停止制御棒を設ける。後備炉停止制御

棒 2 本を炉心第 5 列に配置するものとし、その挿入により、原子炉を未臨界に移

行することができる設計とする。  

ｂ．中性子吸収材の種類 
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炭化ほう素 

ｃ．構造 

後備炉停止制御棒は中性子吸収材を充填したステンレス鋼製制御要素 7 本をク

ラスタとしてステンレス鋼製の円筒管に収納した構造とする。制御要素の型式に

は、中性子吸収材充填部をヘリウム雰囲気とするヘリウムボンド型と、同部にナ

トリウムを導入する構造のナトリウムボンド型がある。なお、中性子吸収材の有

効長さは約 65 ㎝とする。 

（ⅱ）制御材駆動設備の個数及び構造 

後備炉停止制御棒駆動系は、後備炉停止制御棒駆動機構、後備炉停止制御棒駆動機

構上部案内管及び後備炉停止制御棒駆動機構下部案内管から構成する。後備炉停止制

御棒は、後備炉停止制御棒駆動機構上部案内管を介して、後備炉停止制御棒駆動機構

に吊り下げられる。なお、駆動ストロークは約 65cm であり、通常運転時の高温状態

において、後備炉停止制御棒は、当該ストロークに保持されるものとする。原子炉ス

クラム時には、後備炉停止制御棒駆動機構の後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断によ

り、後備炉停止制御棒を切り離し、後備炉停止制御棒を自重等により炉心に挿入する

ことで、万一、主炉停止系による原子炉停止が不能の場合でも、通常運転時の高温状

態において、原子炉を未臨界に移行し未臨界を維持できるものとする。 

ａ．個数 

原子炉施設には、各後備炉停止制御棒に使用する 2 式の独立した後備炉停止制

御棒駆動系を設ける。 

ｂ．駆動方式 

スクラム時 バネ加速重力落下方式 

ｃ．挿入時間及び駆動速度 

スクラム時挿入時間 0.8s 以下 

（後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断から後備炉停止制御棒反応

度価値 90％挿入までの時間） 

（ⅲ）反応度制御能力 

反応度制御能力 0.014Δk／k 以上 

反応度停止余裕 0.008Δk／k 以上（350℃） 
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添付 2 設置許可申請書の添付書類における記載（安全設計） 

 

添付書類八 

3. 原子炉本体 

3.9 制御設備及び非常用制御設備 

3.9.1 制御棒及び制御棒駆動系 

3.9.1.1 概要 

原子炉施設には、反応度制御系統及び原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系（主

炉停止系）を設ける。制御棒及び制御棒駆動系は、通常運転時に予想される温度変化、実験物

の移動その他の要因による反応度変化を制御できるように、また、炉心からの飛び出しを防止

するように設計する。制御棒の反応度添加率は、その停止能力（原子炉停止系統）と併せて、

想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものとする。

さらに、制御棒及び制御棒駆動系は、反応度価値の最も大きな制御棒 1本が固着した場合にお

いても、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、原子炉を未臨界に移

行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものとし、制御棒の最大反応

度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材バウンダリ及び

原子炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉

心支持構造物又は原子炉内部構造物の損壊を起こさないものとする。 

 

3.9.1.2 設計方針 

制御棒及び制御棒駆動系の設計方針を以下に示す。 

（１）反応度価値が最も大きな制御棒 1本が、完全に引き抜かれた状態で固着した場合にあ

っても、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、原子炉を未臨

界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものとする。 

（２）スクラム時挿入時間は、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入ま

でを 0.8秒以下とする。 

（３）制御棒は、基準地震動 SS の設計用地震波に基づく最大想定変位時においても十分な

余裕をもって挿入できるようにする。 

（４）個々の制御棒は全て別々に取付け、取外しが可能なようにする。 

 

3.9.2 後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

3.9.2.1 概要 

原子炉施設には、非常用制御設備として、制御棒及び制御棒駆動系とは独立した後備炉停止

制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系（後備炉停止系）を設ける。制御棒及び後備炉停止制御棒

並びに後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系は、それぞれの想定される環境条件及び

運転時の状態において、物理的・電気的に分離し、偶発的故障や地震等の自然現象等による共

通要因又は従属要因によって同時にその機能が損なわれない設計とし、主炉停止系による原子

炉停止が不能の場合でも、原子炉を停止するように設計する。 
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3.9.2.2 設計方針 

後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系の設計方針を以下に示す。 

（１）通常運転時の高温状態において、原子炉を未臨界に移行し未臨界を維持できるものと

する。 

（２）スクラム時挿入時間は、後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断から後備炉停止制御棒反

応度価値 90％挿入までを 0.8秒以下とする。 

（３）後備炉停止制御棒は、基準地震動 SS の設計用地震波に基づく最大想定変位時におい

ても十分な余裕をもって挿入できるようにする。 

（４）個々の後備炉停止制御棒は全て別々に取付け、取外しが可能なようにする。 
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添付 3 設置許可申請書の添付書類における記載（適合性） 

 

添付書類八 

1. 安全設計の考え方 

1.8 「設置許可基準規則」への適合 

原子炉施設は、「設置許可基準規則」に適合するように設計する。各条文に対する適合のた

めの設計方針は次のとおりである。 
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（原子炉停止系統） 

第五十九条  試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉停止系統を設け

なければならない。  

一 制御棒による二以上の独立した系統を有するものとすること。ただし、次に掲げると

きは、この限りでない。 

イ 試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、未臨界を維持すること

ができる制御棒の数に比し当該系統の能力に十分な余裕があるとき。 

ロ 原子炉固有の出力抑制特性が優れているとき。 

二 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉停止系

統のうち少なくとも一つは、試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、

少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものとすること。  

三 反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても前号の規定に適合する

ものとすること。  

２ 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子

炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却

機能を損なうような炉心、炉心支持構造物又は原子炉容器内部構造物の損壊を起こさない

ものでなければならない。  

３ 原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統を構成する設

備の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故時に試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未

臨界を維持できるものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

一 について 

原子炉施設には、原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系並びに後備炉停止制御棒及び後

備炉停止制御棒駆動系を設ける。制御棒及び制御棒駆動系と後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御

棒駆動系は相互に独立したものを設けるものとし、制御棒及び後備炉停止制御棒並びに後備炉停止

制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系は、それぞれの想定される環境条件及び運転時の状態において、

物理的・電気的に分離し、偶発的故障や地震等の自然現象等による共通要因又は従属要因によって同

時にその機能が損なわれない設計とし、主炉停止系による原子炉停止が不能の場合でも、原子炉を停

止するように設計する。原子炉スクラム時には、制御棒及び後備炉停止制御棒を、自重等により炉心

に挿入することで原子炉を停止する。 

二及び三 について 

制御棒については、同一の構造及び機能を有する 4本の独立したものを設ける。制御棒 4本を炉心

第 3 列に配置するものとし、その挿入により、原子炉を未臨界に移行することができる設計とする。

また、各制御棒に使用する 4式の独立した制御棒駆動系を設ける。制御棒（4本）の反応度制御能力
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価値は 0.070Δk/k 以上とし、反応度価値の最も大きな制御棒 1 本が固着した場合においても 0.015

Δk/k以上の反応度停止余裕を確保できるよう設計することから、通常運転時、運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時に、原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態（ここでは、

100℃の体系）において未臨界を維持できるものとする。 

後備炉停止制御棒については、同一の構造及び機能を有する 2本の独立したものを設ける。後備炉

停止制御棒 2本を炉心第 5列に配置するものとし、その挿入により、原子炉を未臨界に移行すること

ができる設計とする（ここでは、350℃の体系）。後備炉停止制御棒の反応度制御能力は 0.014Δk/k

以上とし、350℃の体系において 0.008Δk/k 以上の反応度停止余裕を確保できるよう設計すること

から、通常運転時の高温状態において、原子炉を未臨界に移行することができる。また、各後備炉停

止制御棒に使用する 2 式の独立した後備炉停止制御棒駆動系を設ける。原子炉保護系と後備炉停止

系用論理回路は、独立した盤に設置することで、独立性を確保した設計とする。 

なお、原子炉保護系が作動した場合には、制御棒及び後備炉停止制御棒を切り離すものとするが、

設計基準事故等の評価においては制御棒の挿入のみを考慮する。また、後備炉停止系用論理回路が作

動した場合にも、制御棒及び後備炉停止制御棒を切り離すものとするが、炉心損傷防止措置の有効性

評価においては後備炉停止制御棒の挿入のみを考慮する。 

スクラム時挿入時間（制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時間）は、

0.8s以下とする。 

 

２ について 

 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材

バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような

炉心、炉心支持構造物又は原子炉内部構造物の損壊を起こさないものとする。「添付書類 10 2.運転

時の異常な過渡変化 2.2 未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き」、「添付書類 10 2.運転時の異

常な過渡変化 2.3 出力運転中の制御棒の異常な引抜き」及び「添付書類 10 3.設計基準事故 3.3 

燃料スランピング事故」に示すように、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制

御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、想定される反応度投入事象に対して

原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの破損、及び炉心の冷却機能を損な

うような炉心、炉心支持構造物又は原子炉内部構造物の損壊が生じることはない。 

 

３ について 

 制御棒及び制御棒駆動系は、反応度制御系統及び原子炉停止系統として共用する。制御棒は、制御

棒駆動系により、上下駆動され、炉心の反応度（原子炉の出力）は、制御棒の位置を調整することで

制御する（ボールナットスクリュ方式）。原子炉スクラム時には、制御棒がデラッチ（切り離し）さ

れる。制御棒は、自重及びスプリングにより加速されて、炉心に落下・挿入され、原子炉は停止する

（バネ加速重力落下方式）。原子炉スクラムに必要な機能（バネ加速重力落下方式）は、炉心の反応

度（原子炉の出力）を制御するために使用する機能（ボールナットスクリュ方式）の故障が発生した

場合においても、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、原子炉を未臨界に

移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものとする。 
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 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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添付 4 設置許可申請書の添付書類における記載（設備等） 

 

添付書類八 

3. 原子炉本体 

3.9 制御設備及び非常用制御設備 

3.9.1 制御棒及び制御棒駆動系 

3.9.1.1 概要 

原子炉施設には、反応度制御系統及び原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系（主

炉停止系）を設ける。制御棒及び制御棒駆動系は、通常運転時に予想される温度変化、実験物

の移動その他の要因による反応度変化を制御できるように、また、炉心からの飛び出しを防止

するように設計する。制御棒の反応度添加率は、その停止能力（原子炉停止系統）と併せて、

想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものとする。

さらに、制御棒及び制御棒駆動系は、反応度価値の最も大きな制御棒 1本が固着した場合にお

いても、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、原子炉を未臨界に移

行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものとし、制御棒の最大反応

度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材バウンダリ及び

原子炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉

心支持構造物又は原子炉内部構造物の損壊を起こさないものとする。 

 

3.9.1.2 設計方針 

制御棒及び制御棒駆動系の設計方針を以下に示す。 

（１）反応度価値が最も大きな制御棒 1本が、完全に引き抜かれた状態で固着した場合にあ

っても、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、原子炉を未臨

界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものとする。 

（２）スクラム時挿入時間は、制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入ま

でを 0.8秒以下とする。 

（３）制御棒は、基準地震動 SS の設計用地震波に基づく最大想定変位時においても十分な

余裕をもって挿入できるようにする。 

（４）個々の制御棒は全て別々に取付け、取外しが可能なようにする。 

 

3.9.1.3 主要設備 

3.9.1.3.1 制御棒 

原子炉施設には制御材として、制御棒を設ける。炉心の反応度（原子炉の出力）は、制御

棒の位置を調整することで制御する。また、原子炉スクラム時には、制御棒を、自重等によ

り炉心に挿入することで原子炉を停止する。制御棒については、同一の構造及び機能を有す

る 4 本の独立したものを設ける。制御棒 4 本を炉心第 3 列に配置するものとし、その挿入

により、原子炉を未臨界に移行することができる設計とする。 

制御棒は、制御要素、ハンドリングヘッド及びダッシュラム等から構成する（第 3.9.1図

参照）。制御要素は、ほう素－10を濃縮した炭化ほう素のペレットを薄肉のシュラウド管に
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より被覆し、ステンレス鋼の円筒管（被覆管）に充填したものであり、上部には発生したヘ

リウムガスを制御要素外に放出するためのダイビングベル型のベント機構を有している。

ベント機構は中性子吸収材である炭化ほう素の 10B(n,α)7Li 反応等により生成するヘリウ

ムガス等を制御要素外に放出し、内圧の上昇を防ぐことを目的としており、これによって制

御棒の使用期間を長くすることができる。放出されたヘリウムガスは制御棒上部から原子

炉容器上部のナトリウム中を経てカバーガス空間へ抜ける。 

制御要素の型式には、冷却材であるナトリウムが制御要素内に浸入しないものとし、中性

子吸収材充填部をヘリウム雰囲気とするヘリウムボンド型と、ベント機構から同部にナト

リウムを導入する構造のナトリウムボンド型がある。なお、ナトリウムボンド型制御要素の

被覆管内面は、ほう素及び炭素の浸入を防ぐため、クロムコーティング等を施すものとする。

制御棒の使用期間は、必要な制御能力を確保する上での制限である核的寿命と炭化ほう素

ペレットのスエリングによる被覆管との相互作用による機械的寿命のいずれか短い方で決

定され、ナトリウムボンド型制御要素は、機械的寿命の長寿命化を図ったものである。 

制御棒は中性子吸収材を充填したステンレス鋼製制御要素 7 本をクラスタとしてステン

レス鋼製の円筒管（保護管）に収納した構造とする。保護管の下側には、制御棒が、原子炉

スクラム時に、自重等により炉心に挿入され、着地する際に生じる衝撃を緩衝するためのダ

ッシュラムを設ける。また、保護管の上側には、制御棒を制御棒駆動系と連結するためのハ

ンドリングヘッドを設ける。冷却材は、炉心支持板低圧プレナムを経由し、制御棒保護管脚

部の冷却材流入口から流入する。主要仕様を以下に示す。 

 

本数 4本     

制御要素数 7本／制御棒 

制御要素 

        中性子吸収材材料 炭化ほう素 

        被覆管材料 ＳＵＳ３１６相当ステンレス鋼  

        中性子吸収材有効長さ 約 65cm      

        中性子吸収材ペレット外径 約 16.3mm     

        被覆管肉厚 ヘリウムボンド型  約 0.8mm 

              ナトリウムボンド型 約 0.5mm 

        内圧調整機構 ベント型（ダイビングベル型） 

        核的寿命 10％（軸方向平均ほう素－10燃焼度)      

保護管 

        保護管材料 ステンレス鋼 

        外径 約 64.7mm 

        突起部外径 約 72.7mm 

 

3.9.1.3.2 制御棒駆動系 

原子炉施設には、制御材駆動設備として、各制御棒に使用する 4式の独立した制御棒駆動

系を設ける。制御棒駆動系は、制御棒駆動機構、制御棒駆動機構上部案内管及び制御棒駆動
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機構下部案内管から構成する。 

制御棒駆動機構は、制御棒駆動機構上部案内管と組み合わせて、炉心上部機構に設置され

る（第 3.9.2図参照）。制御棒は、ハンドリングヘッドにおいて、制御棒駆動機構上部案内

管に収納されるエクステンションロッドを介して、制御棒駆動機構に吊り下げられる。エク

ステンションロッドは、制御棒をラッチ・デラッチするための内側エクステンションロッド、

及び下部にグリッパを有し、制御棒の位置を調整する際に制御棒をラッチする外側エクス

テンションロッドから構成する。制御棒は、内側エクステンションロッドの下端が、外側エ

クステンションロッドの内側に収納され、下部のグリッパを押し広げることで、ラッチされ

る。なお、当該ラッチ操作では、エクステンションロッドを下降しつつ、内側エクステンシ

ョンロッドの下端を、制御棒のハンドリングヘッド底部に押し当てることで、内側エクステ

ンションロッドの下端を外側エクステンションロッドの内側に収納する。また、上記ラッチ

操作では、内側エクステンションロッドが外側エクステンションロッドに対して、相対的に

上方に移動するため、内側エクステンションロッドの上部に設けられたアーマチュアと外

側エクステンションロッドに接続された制御棒駆動機構の電磁石のギャップがなくなり、

電磁石の励磁コイルを励磁することで、内側エクステンションロッドの位置を固定できる

状態となる。制御棒ラッチ時にあっては、内側エクステンションロッドは、上部に設けられ

たアーマチュアが、外側エクステンションロッドに接続された制御棒駆動機構の電磁石に

吸着されることで、その位置が固定されるため、制御棒は、エクステンションロッドと一体

となり、制御棒駆動機構のケーシングに収納された駆動電動機（三相誘導電動機）により、

減速機を介して、外側エクステンションロッドに接続されたボールナットスクリュを回転

させることで、上下駆動され、炉心の反応度（原子炉の出力）は、制御棒の位置を調整する

ことで制御する（ボールナットスクリュ方式）。なお、駆動ストロークは約 65cmである。ま

た、駆動電動機に設けられた電磁ブレーキにより、制御棒上下駆動の停止及び停止中の位置

保持が行われる。制御棒の位置は、駆動電動機に設けられたシンクロ発信器により検出され

る。 

内側エクステンションロッドが電磁石により固定され、制御棒をラッチした状態におい

ては、制御棒駆動機構上部案内管に設けた加速スプリングが加速管を介して圧縮されるも

のとする。原子炉スクラム時には、制御棒駆動機構の制御棒保持電磁石励磁断により、内側

エクステンションロッドは、自重及びスプリングにより下方に移動し、外側エクステンショ

ンロッドの外側に押し出されるため、制御棒がデラッチ（切り離し）される。制御棒は、自

重及びスプリングにより加速されて、炉心に落下・挿入され、原子炉は停止する（バネ加速

重力落下方式）。原子炉スクラムに必要な機能（バネ加速重力落下方式）は、炉心の反応度

（原子炉の出力）を制御するために使用する機能（ボールナットスクリュ方式）の故障が発

生した場合においても、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に、原

子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものとす

る。炉心には、制御棒を所定の位置に導くため、ダッシュポットを有する制御棒駆動機構下

部案内管が設置されており、制御棒は、当該下部案内管内に落下・挿入される。なお、燃料

交換時にあっては、全ての制御棒をデラッチし、炉心に挿入した状態とする。制御棒駆動系

の主な仕様を以下に示す。 
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台数 4式 

駆動方式 通常運転時 ボールナットスクリュ方式 

スクラム時 バネ加速重力落下方式 

スクラム時挿入時間 0.8s以下 

（制御棒保持電磁石励磁断から制御棒反応度価値 90％挿入までの時間） 

駆動速度 引抜き 13cm／min以下 

挿入  13cm／min以下 

駆動ストローク 約 65cm 

 

3.9.2 後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

3.9.2.1 概要 

原子炉施設には、非常用制御設備として、制御棒及び制御棒駆動系とは独立した後備炉停止

制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系（後備炉停止系）を設ける。制御棒及び後備炉停止制御棒

並びに後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系は、それぞれの想定される環境条件及び

運転時の状態において、物理的・電気的に分離し、偶発的故障や地震等の自然現象等による共

通要因又は従属要因によって同時にその機能が損なわれない設計とし、主炉停止系による原子

炉停止が不能の場合でも、原子炉を停止するように設計する。 

 

3.9.2.2 設計方針 

後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系の設計方針を以下に示す。 

（１）通常運転時の高温状態において、原子炉を未臨界に移行し未臨界を維持できるものと

する。 

（２）スクラム時挿入時間は、後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断から後備炉停止制御棒反

応度価値 90％挿入までを 0.8秒以下とする。 

（３）後備炉停止制御棒は、基準地震動 SS の設計用地震波に基づく最大想定変位時におい

ても十分な余裕をもって挿入できるようにする。 

（４）個々の後備炉停止制御棒は全て別々に取付け、取外しが可能なようにする。 

 

3.9.2.3 主要設備 

3.9.2.3.1 後備炉停止制御棒 

原子炉施設には、制御材として、後備炉停止制御棒を設ける。通常運転時にあっては、全

引抜位置とし、原子炉スクラム時には、後備炉停止制御棒を、自重等により炉心に挿入する

ことで原子炉を停止する。後備炉停止制御棒については、同一の構造及び機能を有する 2本

の独立したものを設ける。後備炉停止制御棒 2 本を炉心第 5 列に配置するものとし、その

挿入により、原子炉を未臨界に移行することができる設計とする。 

後備炉停止制御棒は、制御要素、ハンドリングヘッド及びダッシュラム等から構成する。

制御要素は、ほう素－10 を濃縮した炭化ほう素のペレットを薄肉のシュラウド管により被

覆し、ステンレス鋼の円筒管（被覆管）に充填したものであり、上部には発生したヘリウム
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ガスを制御要素外に放出するためのダイビングベル型のベント機構を有している。ベント

機構は中性子吸収材である炭化ほう素の 10B(n,α)7Li 反応等により生成するヘリウムガス

等を制御要素外に放出し、内圧の上昇を防ぐことを目的としており、これによって後備炉停

止制御棒の使用期間を長くすることができる。放出されたヘリウムガスは後備炉停止制御

棒上部から原子炉容器上部のナトリウム中を経てカバーガス空間へ抜ける。 

制御要素の型式には、冷却材であるナトリウムが制御要素内に浸入しないものとし、中性

子吸収材充填部をヘリウム雰囲気とするヘリウムボンド型と、ベント機構から同部にナト

リウムを導入する構造のナトリウムボンド型がある。なお、ナトリウムボンド型制御要素の

被覆管内面は、ほう素及び炭素の浸入を防ぐため、クロムコーティング等を施すものとする。

後備炉停止制御棒の使用期間は、必要な制御能力を確保する上での制限である核的寿命と

炭化ほう素ペレットのスエリングによる被覆管との相互作用による機械的寿命のいずれか

短い方で決定される。 

後備炉停止制御棒は中性子吸収材を充填したステンレス鋼製制御要素 7 本をクラスタと

してステンレス鋼製の円筒管（保護管）に収納した構造とする。保護管の下側には、後備炉

停止制御棒が、原子炉スクラム時に、自重等により炉心に挿入され、着地する際に生じる衝

撃を緩衝するためのダッシュラムを設ける。また、保護管の上側には、後備炉停止制御棒を

後備炉停止制御棒駆動系と連結するためのハンドリングヘッドを設ける。冷却材は、炉心支

持板低圧プレナムを経由し、後備炉停止制御棒保護管脚部の冷却材流入口から流入する。主

要仕様を以下に示す。 

 

本数 2本     

制御要素数 7本／後備炉停止制御棒 

制御要素 

        中性子吸収材材料 炭化ほう素 

        被覆管材料 ＳＵＳ３１６相当ステンレス鋼  

        中性子吸収材有効長さ 約 65cm      

        中性子吸収材ペレット外径 約 16.3mm     

        被覆管肉厚 ヘリウムボンド型  約 0.8mm 

              ナトリウムボンド型 約 0.5mm 

        内圧調整機構 ベント型（ダイビングベル型） 

        核的寿命 10％（軸方向平均ほう素－10燃焼度)      

保護管 

        保護管材料 ステンレス鋼 

        外径 約 64.7mm 

        突起部外径 約 72.7mm 

 

3.9.2.3.2 後備炉停止制御棒駆動系 

原子炉施設には、制御材駆動設備として、各後備炉停止制御棒に使用する 2式の独立した

後備炉停止制御棒駆動系を設ける。後備炉停止制御棒駆動系は、後備炉停止制御棒駆動機構、
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後備炉停止制御棒駆動機構上部案内管及び後備炉停止制御棒駆動機構下部案内管から構成

する。 

後備炉停止制御棒駆動機構は、後備炉停止制御棒駆動機構上部案内管と組み合わせて、炉

心上部機構に設置される。後備炉停止制御棒は、ハンドリングヘッドにおいて、後備炉停止

制御棒駆動機構上部案内管に収納されるエクステンションロッドを介して、後備炉停止制

御棒駆動機構に吊り下げられる。エクステンションロッドは、後備炉停止制御棒をラッチ・

デラッチするための内側エクステンションロッド、及び下部にグリッパを有し、後備炉停止

制御棒の位置を調整する際に後備炉停止制御棒をラッチする外側エクステンションロッド

から構成する。後備炉停止制御棒は、内側エクステンションロッドの下端が、外側エクステ

ンションロッドの内側に収納され、下部のグリッパを押し広げることで、ラッチされる。な

お、当該ラッチ操作では、エクステンションロッドを下降しつつ、内側エクステンションロ

ッドの下端を、後備炉停止制御棒のハンドリングヘッド底部に押し当てることで、内側エク

ステンションロッドの下端を外側エクステンションロッドの内側に収納する。また、上記ラ

ッチ操作では、内側エクステンションロッドが外側エクステンションロッドに対して、相対

的に上方に移動するため、内側エクステンションロッドの上部に設けられたアーマチュア

と外側エクステンションロッドに接続された後備炉停止制御棒駆動機構の電磁石のギャッ

プがなくなり、電磁石の励磁コイルを励磁することで、内側エクステンションロッドの位置

を固定できる状態となる。後備炉停止制御棒ラッチ時にあっては、内側エクステンションロ

ッドは、上部に設けられたアーマチュアが、外側エクステンションロッドに接続された後備

炉停止制御棒駆動機構の電磁石に吸着されることで、その位置が固定されるため、後備炉停

止制御棒は、エクステンションロッドと一体となり、後備炉停止制御棒駆動機構のケーシン

グに収納された駆動電動機（三相誘導電動機）により、減速機を介して、外側エクステンシ

ョンロッドに接続されたボールナットスクリュを回転させることで、上下駆動される。駆動

ストロークは約 65cmであり、通常運転時の高温状態において、後備炉停止制御棒は、当該

ストロークに保持されるものとする。駆動電動機に設けられた電磁ブレーキにより、後備炉

停止制御棒上下駆動の停止及び停止中の位置保持が行われる。後備炉停止制御棒の位置は、

駆動電動機に設けられたシンクロ発信器により検出される。 

内側エクステンションロッドが電磁石により固定され、後備炉停止制御棒をラッチした

状態においては、後備炉停止制御棒駆動機構上部案内管に設けた加速スプリングが加速管

を介して圧縮されるものとする。原子炉スクラム時には、後備炉停止制御棒駆動機構の後備

炉停止制御棒保持電磁石励磁断により、内側エクステンションロッドは、自重及びスプリン

グにより下方に移動し、外側エクステンションロッドの外側に押し出されるため、後備炉停

止制御棒がデラッチ（切り離し）される。後備炉停止制御棒は、自重及びスプリングにより

加速されて、炉心に落下・挿入され、原子炉は停止する（バネ加速重力落下方式）。万一、

主炉停止系による原子炉停止が不能の場合でも、通常運転時の高温状態において、原子炉を

未臨界に移行し未臨界を維持できるものとする。炉心には、後備炉停止制御棒を所定の位置

に導くため、ダッシュポットを有する後備炉停止制御棒駆動機構下部案内管が設置されて

おり、後備炉停止制御棒は、当該下部案内管内に落下・挿入される。なお、燃料交換時にあ

っては、全ての後備炉停止制御棒をデラッチし、炉心に挿入した状態とする。後備炉停止制
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御棒駆動系の主な仕様を以下に示す。 

 

台数 2式 

駆動方式 スクラム時 バネ加速重力落下方式 

スクラム時挿入時間 0.8s以下 

（後備炉停止制御棒保持電磁石励磁断から後備炉停止制御棒反応度価値 90％挿入までの時間） 

駆動速度 引抜き 13cm／min以下 

挿入  13cm／min以下 

駆動ストローク 約 65cm 
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第 3.9.1図 制御棒 
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第 3.9.2図 制御棒駆動機構 
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